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本工事では、伸縮装置取替の際の既設後打コンクリートの打撃工法に
よる取壊しでは、記載の通りウォータージェット工法での取壊しは行
わないという事でよろしいでしょうか。
また、打撃工法による取壊しで想定されている機械をご教示いただけ
ますか。

伸縮装置取替の際の既設後打コンクリートの取壊しは、ウォータージェット
工法にて行わないものとお考えください。
打撃工法における施工機械については、貴社の施工計画に基づきお考えくだ
さい。

2

割掛対象表 ひび割れ注入工や表面保護工、ひび割れ充填工では移動足場の施工予
定の項目があります。しかし、割り掛け対照表の中の割掛先契約項目
にその項目が入っていません。割掛先契約項目にない項目はその項目
の中に移動足場を積み上げるという理解でよろしいでしょうか。
また、ひび割れ注入工や表面保護工、ひび割れ充填工を割掛先契約項
目から外した理由をご教示いただけますか。

割掛項目については、主要な工種の契約単価項目にまとめて計上しておりま
す。
したがって、該当する割掛項目において必要な費用を計上してください。
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